
 

北
総
の
女
人
講
関
連
の
石
造
物
に
み
る
女
性
名
表
記
の
変
遷 
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は
じ
め
に 

私
が
八
千
代
市
高
津
観
音
寺
の
境
内
に
並
ぶ
十
数
基
の
十
九
夜
塔
や
子

安
塔
群
の
壮
観
な
姿
に
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
高
津
地
区
で
民
俗
調
査
を

し
て
い
た
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
中
で
も
延
宝
二
年
（
一

六
七
四
）
造
立
の
十
九
夜
塔
（
13
）
に
は
荘
厳
な
六
臂
如
意
輪
観
音
像
、

そ
し
て
そ
の
像
の
丸
み
が
か
っ
た
衣
の
裾
と
台
座
の
部
分
に
多
数
の
人
名

が
刻
ま
れ
て
い
た
。 

八
千
代
市
郷
土
歴
史
研
究
会
の
先
輩
の
助
力
を
得
て
読
ん
で
み
る
と
、

「
お
つ
る
・
お
み
や
・
お
ま
め
」
な
ど
ひ
ら
が
な
名
や
「
妙
桂
・
春
香
」

な
ど
五
一
名
の
女
性
名
が
見
え
て
き
て
、
現
世
と
後
生
の
安
楽
を
祈
っ
て

石
仏
に
結
願
し
た
女
性
た
ち
の
姿
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
北
総
の
女
人
講
石
造
物
に
興
味
を
持
ち
、
調
べ
て
い
く
と
、

江
戸
時
代
前
半
期
の
ム
ラ
の
講
の
石
造
物
に
は
、
多
く
の
個
人
名
が
彫
ら

れ
て
あ
り
、
ま
た
近
現
代
の
石
造
物
で
も
、
個
人
の
「
氏
名
」
の
列
記
は

め
ず
ら
し
く
な
い
。 

一
方
、
江
戸
時
代
後
半
期
の
石
造
物
で
は
、「
同
行
〇
人
」
と
記
す
の
み

で
人
名
列
記
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
昨
年
、
八
千
代
市

萱
田
町
の
調
査
で
知
っ
た
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
銘
の
女
人
講
奉
納
の

手
洗
石
（
119
）
に
は
、
五
三
人
の
人
名
中
三
五
人
の
女
性
名
が
あ
り
、
そ

れ
は
「
青
木
市
良
左
エ
門
妻
・
中
臺
武
右
エ
門
母
」
と
い
う
固
有
名
の
な

い
表
記
で
あ
っ
た
。 

こ
の
手
洗
石
の
「
〇
〇
妻
」
な
ど
の
人
名
表
記
に
触
れ
て
か
ら
、
江
戸

期
か
ら
現
近
代
に
か
け
て
女
性
の
名
前
が
ど
の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
て

き
た
の
か
、
石
造
物
で
の
変
遷
が
知
り
た
く
、
北
総
の
石
造
物
調
査
デ
ー

タ
か
ら
男
女
別
の
個
人
名
が
わ
か
る
女
人
講
関
連
の
石
造
物
の
銘
文
を
抜

粋
し
、
一
覧
表
に
し
て
、
そ
の
変
遷
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

収
集
し
た
デ
ー
タ
は
、
銘
文
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
て
人
名
が
確
認

で
き
る
旧
白
井
町
・
旧
印
西
町
・
旧
小
見
川
町
な
ど
の
調
査
報
告
書
（*

出
典
1
～
5
）
と
、
八
千
代
・
印
西
・
佐
倉
市
域
で
私
が
実
地
に
調
べ
る

こ
と
が
で
き
た
石
造
物
記
録
（*

6
～
10
）
な
ど
、
一
部
の
限
ら
れ
た
資

料
に
よ
る
。
従
っ
て
不
十
分
な
点
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。 

 一 

江
戸
前
半
期
―
石
仏
と
結
縁
す
る
女
た
ち
の
ネ
ー
ム
リ
ス
ト 

  
１ 

万
治
か
ら
元
禄
期
―
念
仏
の
証
し
の
個
人
名 

 
北
総
の
江
戸
前
期
と
中
期
の
女
人
講
の
石
造
物
の
主
流
は
如
意
輪
観
音

像
を
刻
む
十
九
夜
塔
で
あ
る
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
利
根
川
対
岸
で

は
、
利
根
町
徳
満
寺
の
如
意
輪
観
音
像
を
線
彫
り
し
た
「
十
九
夜
念
仏
」

塔
が
造
立
さ
れ
、
千
葉
県
側
で
も
寛
文
年
間
に
は
浮
彫
や
丸
彫
、
六
臂
や

二
臂
の
多
く
の
如
意
輪
観
音
像
が
十
九
夜
塔
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
く
が
、
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こ
の
時
期
、
十
九
夜
塔
に
や
や
先
行
し
て
、
地
蔵
供
養
塔
や
日
記
念
仏
塔

な
ど
も
女
人
信
仰
の
対
象
と
し
て
多
人
数
の
結
衆
で
建
立
さ
れ
て
い
る
。 

万
治
元
年
の
船
橋
市
本
町
の
地
蔵
像
塔
（
1
）
は
、
「
さ
ん
や
村
」
の

「
念
仏
講
中
間
拾
弐
人
同
女
人
十
六
人
」
が
造
立
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
男
・
女
と
も
に
個
人
名
の
表
記
は
な
く
、
寛
文

十
年
（
一
六
七
〇
）
の
八
千
代
市
米
本
の
地
蔵
像
塔
（
9
）
も
「
女
房
衆

念
仏
講
同
行
二
十
三
人
」
の
銘
が
あ
り
、
安
産
子
育
て
の
地
蔵
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
が
、「
吉
岡
清
右
門
」
な
ど
男
性
七
名
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
て
、
女
性
名
は
な
い
。 

一
方
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
旧
小
見
川
町
南
下
宿
善
光
寺
の
日

記
念
仏
塔
（
2
）
は
総
高
二
七
八
㎝
の
宝
篋
印
塔
で
、
塔
身
正
面
枠
内
に

は
年
月
日
と
「
奉
造
立
石
塔
日
記
念
佛
衆
成
就
所 

中
町 

本
願
西
月 

慶
保
」
、
枠
外
右
端
に
は
住
職
の
名
、
左
端
に
は
「
佐
藤
六
兵
ヘ 

内
儀
お

み
よ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
塔
身
の
三
面
と
基
壇
に
百
名
以
上
の
個

人
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
性
別
の
わ
か
る
の
は
、
男
性
四
一
名

と
女
性
五
四
名
で
、
男
性
名
は
苗
字
と
通
称
名
（
〇
エ
門
な
ど
）
が
記
さ

れ
て
い
る
。
女
性
名
は
「
お
た
け
・
お
た
つ
・
お
つ
る
・
お
も
ん
」
な
ど

で
、
「
お
」
＋
平
仮
名
二
文
字
の
名
が
多
い
。 

ま
た
、
同
境
内
に
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
同
じ
趣
旨
の
笠
塔
婆

（
笠
部
は
脱
落
）
の
日
記
念
仏
塔
（
17
）
が
あ
り
、「
ヲ
ト
ラ
・
ヲ
カ
ツ
」

な
ど
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
女
性
約
六
十
名
の
名
前
と
ほ
ぼ
同
数
の
男
性
名
が

列
記
さ
れ
て
い
る
。 

日
記
念
仏
は
、
自
己
と
父
母
の
二
世
安
楽
の
逆
修
の
た
め
、
月
々
の
功

徳
日
に
念
仏
勤
行
す
る
三
年
三
ヶ
月
（
あ
る
い
は
七
年
）
の
千
日
供
養
を

行
う
念
仏
講
で
あ
り
、
男
女
と
も
に
一
人
一
人
が
、
仏
と
結
縁
し
て
満
願

成
就
す
る
た
め
、
参
加
者
全
員
の
個
人
名
を
記
す
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。 

ま
た
「
女
念
仏
講
」
に
よ
る
造
立
で
は
、
船
橋
市
不
動
院
の
元
禄
一
四

年
（
一
七
〇
一
）
銘
の
六
観
音
を
六
面
に
浮
き
彫
り
し
た
石
幢
（
31
）
が

あ
り
、「
奉
新
造
六
観
世
音 

女
念
仏
講
為
二
世
安
楽
」
と
「
六
観
音
の
浮

彫
り
の
下
に
は
、
「
猟
師
町
横
丁 

不
動
院
月
栄
代
」
そ
れ
以
下
に
、
「
妙

真
・ 

妙
案
・
妙
栄
・
妙
凉
」
な
ど
出
家
し
た
尼
と
思
わ
れ
る
法
名
が
一

九
名
、「
お
ふ
う
・
お
い
女
・
お
よ
し
」
な
ど
の
女
性
の
俗
名
二
〇
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
。 

 

２ 

男
・
女
別
の
講
が
ペ
ア
で
石
塔
を
建
て
る
と
き 

こ
れ
ら
の
石
塔
を
建
立
し
て
い
る
日
記
念
仏
講
が
、
八
千
代
市
な
ど
、

女
人
だ
け
の
念
仏
講
で
あ
っ
た
地
域
も
多
い
。
八
千
代
市
吉
橋
の
尾
崎
で

は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
十
月
十
日
、
台
座
に
「
な
つ
・
ま
つ
」
な

ど
一
六
人
の
女
性
名
の
み
連
記
し
た
日
記
念
仏
塔
（
5
）
を
建
立
し
て
い

る
が
、
こ
の
同
年
同
日
に
は
、
男
性
名
一
八
人
列
記
の
勢
至
菩
薩
像
を
刻

ん
だ
二
十
三
夜
塔
も
建
立
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
同
年
同
日
に
男
・
女
別
の
講
の
供
養
塔
を
建
立
し
て
い
る
事
例

は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
、
同
じ
く
吉
橋
の
寺
台
で
も
見
ら
れ
、
男
性

は
二
十
三
夜
塔
、「
お
と
ら
・
お
た
け
」
な
ど
の
三
十
人
の
女
性
は
聖
観
音

像
の
日
記
念
仏
塔
（
24
）
を
造
立
し
て
い
る
。
男
・
女
そ
れ
ぞ
れ
別
の
講

を
構
成
し
つ
つ
も
、
信
心
業
の
証
し
と
し
て
造
塔
の
事
業
を
同
時
に
営
ん

で
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
ム
ラ
内
の
女
性
の
地
位
を
表
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。 

ま
た
、
八
千
代
市
萱
田
で
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
「
二
十
三

夜
講
」
と
「
日
記
念
佛
」
の
趣
旨
の
銘
を
、
三
層
塔
（
7
）
の
塔
身
に
面

を
替
え
て
刻
み
、
そ
れ
ぞ
れ
男
女
別
に
女
性
三
三
名
・
男
性
一
九
名
の
名

前
を
記
し
て
い
る
。
二
十
三
夜
講
と
日
記
念
仏
の
講
が
男
女
い
ず
れ
の
講

か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
お
つ
る
・
お
こ
う
」
な
ど
二
四
人
の
女
性
名
列
記

の
前
に
は
「
一
結
施
主 

女
中
衆
」
と
あ
り
、
女
人
講
の
成
立
が
う
か
が

わ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
石
塔
の
別
面
に
、
男
女
別
に
名
前
を
列
記
す
る

例
は
、
同
市
萱
田
の
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
の
庚
申
塔
（
12
）
で
も
見



ら
れ
る
。
こ
の
笠
付
角
柱
型
庚
申
塔
の
右
面
に
「
お
よ
し
・
お
き
く
」
な

ど
女
性
三
三
人
、
左
面
に
は
男
性
一
五
人
、
正
面
に
僧
な
ど
三
人
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
る
。 

萱
田
で
は
、
い
ず
れ
も
男
・
女
そ
れ
ぞ
れ
の
講
が
共
同
し
て
、
こ
れ
ら

の
供
養
塔
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 ３ 

十
九
夜
塔
が
女
人
講
石
造
物
の
主
流
に 

下
総
地
方
で
女
人
講
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
初
め
て
の
十
九
夜
塔

は
、
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
銘
、
香
取
市
長
岡
の
観
音
堂
の
板
碑
型
文

字
塔
（
3
）
で
、「
（
サ
）
奉
寄
進
十
九
夜
待
」
の
銘
文
の
下
に
一
四
人
の

女
性
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

以
後
、
女
人
講
石
塔
は 

如
意
輪
観
音
像
を
刻
む
十
九
夜
塔
が
主
流
と

な
り
、
北
総
で
は
、
江
戸
前
・
中
期
（
一
七
～
一
八
世
紀
）
で
千
五
百
基
、

幕
末
ま
で
に
は
二
千
基
余
の
十
九
夜
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
く
。
（*

11
） 

十
九
夜
塔
に
個
人
名
が
記
さ
れ
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
女
性
名
の
み
と

な
り
、
人
数
は
十
数
名
か
ら
五
十
人
前
後
、
平
仮
名
か
片
仮
名
で
、「
お
（
ヲ
）
」

に
二
音
節
二
文
字
の
名
前
が
多
く
、
ま
れ
に
「
妙
」
の
つ
く
法
名
も
み
ら

れ
る
。 

こ
れ
ら
の
よ
う
な
女
性
名
の
列
記
は
、
正
徳
期
ご
ろ
ま
で
の
江
戸
前
期

に
多
く
、
安
山
岩
製
の
右
左
面
を
も
た
な
い
舟
形
光
背
型
の
石
仏
本
体
の

台
座
に
刻
ま
れ
て
い
て
、
保
存
状
態
も
良
い
。 

 ４ 

個
人
名
列
記
が
石
塔
か
ら
消
え
て
い
く
江
戸
中
期 

一
方
、
享
保
期
以
降
の
江
戸
中
期
か
ら
は
、
十
九
夜
塔
の
建
立
数
に
陰

り
が
見
ら
れ
始
め
る
と
同
時
に
、「
女
人
講
中
同
行
〇
〇
人
」
な
ど
の
表
記

が
圧
倒
的
と
な
っ
て
、
個
人
名
が
列
記
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
に
な
っ
て
い

く
。 特

に
、
宝
暦
以
降
は
、
女
人
講
中
数
十
名
に
よ
る
造
立
で
も
、
個
人
名

は
願
主
の
女
性
ま
た
は
男
性
一
～
三
名
に
留
ま
る
。 

ま
た
こ
の
頃
か
ら
、
子
安
神
を
祭
る
石
祠
を
個
人
で
建
て
る
場
合
も
見

ら
れ
、
芝
山
町
大
里
の
子
安
石
祠
（
55
）
で
は
「
施
主
醍
醐
氏
初
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。
小
見
川
田
町
の
二
十
三
夜
塔
（
63
）
の
寄
進
者
銘
は
「
菅

谷
氏
つ
や
」
と
あ
る
が
、
夫
婦
別
姓
が
基
本
の
江
戸
時
代
で
は
、
双
方
と

も
実
家
の
「
苗
字
＋
名
前
」
で
あ
ろ
う
。 

女
性
名
を
「
〇
〇
氏
女
」
や
「
〇
〇
氏
□
□
（
名
前
）
」
で
表
す
事
例
は
、

親
の
追
善
や
自
己
の
逆
修
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
中
世
板
碑
や
近
世
の
墓

塔
に
時
折
見
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
。 

女
人
講
の
十
九
夜
塔
や
子
安
塔
の
願
主
名
が
男
性
の
み
と
い
う
事
例
は

ま
だ
少
な
い
が
、
数
例
（
56
・
58
・
62
・
66
）
あ
り
、
江
戸
中
期
以
降

は
、
女
人
講
を
含
め
て
、
信
心
の
講
も
ム
ラ
組
織
の
共
同
体
行
事
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
造
塔
事
業
も
ム
ラ
内
の
役
割
分
担
で
担
当
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。 

 二 

江
戸
後
期
の
女
性
名
表
記
―
「
村
」
と
「
家
」
の
中
で 

  

１ 

人
名
が
「
世
話
人
」
の
家
名
に
替
わ
る 

北
総
で
は
、
文
化
期
（
一
八
〇
四
～
）
か
ら
の
江
戸
後
期
、
女
人
講
の

石
造
物
は
子
安
像
塔
の
建
立
も
徐
々
に
増
え
、
ま
た
十
九
夜
塔
も
盛
ん
に

建
立
さ
れ
る
が
、
東
西
間
の
地
域
的
な
差
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
る
。
東
葛
・

印
旛
地
域
で
は
文
政
・
天
保
期
も
十
九
夜
塔
建
立
数
も
増
加
傾
向
で
あ
る

が
、
東
総
地
域
で
は
文
化
期
か
ら
急
激
に
子
安
像
塔
に
切
り
替
わ
り
、
女

人
講
の
石
造
物
全
体
の
数
も
減
少
し
て
い
く
。
（*

11
） 

ま
た
こ
の
時
期
か
ら
の
石
仏
は
一
般
に
、
角
柱
型
石
材
を
舟
形
光
背
型

や
駒
型
に
加
工
し
て
像
容
や
文
字
を
刻
み
、
角
型
の
台
石
上
に
設
置
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
石
材
は
凝
灰
岩
製
な
ど
軟
質
の
石
質
が
多
く
、
風
化
と

剥
落
で
像
容
や
銘
文
が
損
傷
し
て
い
る
も
の
、
倒
れ
て
本
体
と
台
石
が
分

離
し
て
他
の
石
塔
と
混
合
、
ま
た
は
台
石
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も



の
も
多
い
。 

建
立
年
と
建
立
に
関
与
し
た
人
名
は
、
本
体
の
右
・
左
面
に
記
さ
れ
、

台
石
に
村
名
と
「
女
人
講
中 

〇
〇
人
」
な
ど
の
銘
が
刻
ま
れ
る
。 

人
名
は
、「
世
話
人
」
二
～
三
名
が
多
く
、「
〇
〇
エ
門
」
や
「
〇
兵
エ
」

な
ど
の
家
名
（
い
え
な
）
と
な
る
。
ま
れ
に
多
人
数
の
個
人
名
が
列
記
さ

れ
る
場
合
は
、
台
石
に
刻
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

十
九
夜
講
や
子
安
講
な
ど
女
人
講
が
ム
ラ
の
講
と
し
て
組
織
的
に
定
着

し
、
供
養
塔
造
立
の
費
用
や
手
間
も
、
ム
ラ
単
位
の
事
業
と
し
て
確
立
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

女
姓
名
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
ま
れ
に
「
き
せ
」「
り
つ
」
な
ど
「
お
」

を
つ
け
な
い
仮
名
二
文
字
の
女
性
名
列
記
の
例
（
79
・
89
・
93
・
99
・
106
・

109
）
が
見
ら
れ
る
。 

ま
た
女
人
講
や
そ
の
他
の
石
造
物
で
、
女
性
が
関
与
す
る
場
合
、「
三
門

内
・
酒
巻
内
」
な
ど
苗
字
や
家
名
に
「
内
」
を
付
け
た
例
（
77
）
や
、
家

名
に
「
内
」「
母
」「
妻
」
を
付
し
て
表
記
さ
れ
る
事
例
（
71
・
83
・
94
・

101
・
116
）
が
出
て
く
る
。 

 ２ 

「
家
」
に
付
属
す
る
妻
・
家
族 

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
印
西
市
押
付
水
神
社
の
普
門
品
供
養
塔
（
71
）

で
は
、
本
体
と
台
石
に
近
隣
の
村
を
含
む
一
一
七
人
の
人
名
銘
が
あ
り
、

う
ち
二
四
人
が
女
性
で
、
「
伊
蔵
妻
」
な
ど
「
妻
」
銘
が
一
九
人
、
「
庄
右

エ
門
母
」
な
ど
「
母
」
銘
が
五
人
で
あ
る
。 

村
内
や
小
字
内
で
の
講
の
石
造
物
の
場
合
、「
世
話
人
」
の
名
は
家
名
の

み
で
、
原
則
的
に
苗
字
を
付
す
こ
と
は
少
な
い
。
苗
字
の
あ
る
石
造
物
の

例
は
、
地
域
の
伝
統
、
先
祖
供
養
や
個
人
の
寄
進
、
他
村
と
の
共
同
の
勧

進
に
よ
る
場
合
な
ど
で
、
幕
末
に
比
較
的
に
多
く
み
ら
れ
る
。
女
性
で
も

「
苗
字
」
を
付
す
場
合
、
実
家
の
苗
字
で
は
な
く
、「
家
」
観
念
が
強
ま
っ

て
き
た
こ
の
頃
は
、
婚
家
の
苗
字
を
称
す
る
例
（
111
・
114
・
121
）
も
若

干
み
ら
れ
る
。 

江
戸
時
代
は
、
一
部
を
除
い
て
百
姓
が
公
的
文
書
で
苗
字
を
名
乗
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
同
村
内
に
は
同
じ
苗
字
の
家
が
多
い
た
め
、
村
内

で
重
複
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
村
と
し
て
の
共
同
体
規
制
が
加
え
ら
れ
、

「
○
○
エ
門
」「
〇
〇
兵
エ
」
な
ど
の
各
家
の
当
主
名
が
、
代
々
襲
名
さ
れ

て
家
の
標
識
で
あ
る
「
家
名
」
と
し
て
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

当
主
以
外
の
家
族
の
名
前
で
は
、
男
女
・
童
子
と
も
に
重
複
が
多
い
が
、

同
じ
村
の
中
で
は
、
当
主
の
座
を
譲
っ
た
も
の
は
「
隠
居
」
、
他
の
家
族
は

「
何
々
村
百
姓
誰
々
の
女
房
（
伜
）
」
な
ど
、
村
名
と
家
名
に
「
女
房
」
や

「
伜
」
な
ど
の
親
族
名
を
付
け
て
称
し
、
識
別
、
通
用
し
て
い
た
。 

宗
門
人
別
帳
で
も
、
妻
は
「
誰
々
女
房
」
と
だ
け
記
し
て
名
前
が
省
略

さ
れ
て
い
る
例
も
多
く
、
女
性
は
結
婚
す
る
と
、
夫
の
付
属
物
と
し
て
領

主
か
ら
把
握
さ
れ
、
固
有
名
詞
は
無
視
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
（*

12
） 

冒
頭
に
記
し
た
万
延
元
年
の
八
千
代
市
萱
田
町
の
女
人
講
奉
納
の
手
洗

石
（
119
）
の
多
く
の
人
名
列
記
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
例
で
あ
っ
た
。 

 ３ 

秩
父
巡
礼
に
出
る
た
く
ま
し
い
幕
末
の
女
性
た
ち 

佐
倉
市
宝
金
剛
寺
に
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
か
ら
明
治
三
一
年

（
一
八
九
八
）
ま
で
五
基
の
秩
父
巡
拝
塔
が
あ
る
。 

そ
の
う
ち
天
保
六
年
塔
（
94
）
に
は
、
「
秩
父
同
行
三
十
二
輩
／
直
弥

村
願
主
利
右
エ
門
妻
／
同
村
五
人
／
寒
風
村
六
人
・
・
・
」
の
銘
が
あ
り
、

近
隣
六
か
村
三
二
人
が
誘
い
合
っ
て
、
秩
父
詣
で
を
は
た
し
た
の
で
あ
ろ

う
。 さ

ら
に
、
弘
化
六
年
（
一
八
四
九
）
塔
（
107
）
に
は
、
「
米
戸
村 

市

右
エ
門
母 

源
右
エ
門
母 

直
弥
村 

新
七
母
」
な
ど
七
か
村
一
六
人
の

「
母
」
た
ち
と
、「
下
勝
田
村
重
右
エ
門
隠
居
」
の
一
七
人
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。 

佐
倉
市
近
辺
な
ど
の
一
部
地
域
の
女
人
講
で
は
、
子
安
講
と
共
に
、
秩

父
三
十
四
観
音
霊
場
を
巡
拝
す
る
秩
父
講
が
、
子
育
て
の
終
わ
っ
た
世
代

で
盛
ん
に
な
る
。 



早
く
は
、
江
戸
中
期
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
、
四
街
道
市
吉
岡
福
星

寺
に
「
秩
父
坂
東
同
行
十
一
人
」
銘
如
意
輪
観
音
像
塔
が
、
翌
明
和
三
年

に
は
、
佐
倉
市
臼
井
台
実
蔵
院
に
「
奉
造
立
秩
父
三
十
四
番
女
人
為
二
世

安
楽
也 
臼
井
䑓
町
女
講
中
」
銘
の
聖
観
音
像
塔
が
建
て
ら
れ
、
特
に
嘉

永
か
ら
幕
末
ま
で
に
、
佐
倉
・
四
街
道
市
内
で
は
約
三
十
基
の
秩
父
塔
が

相
次
い
で
建
立
さ
れ
て
い
る
。
（*

13
） 

こ
の
地
域
に
多
い
中
年
男
性
の
出
羽
三
山
講
の
「
奥
州
ま
い
り
」
に
対

応
す
る
よ
う
に
、
秩
父
や
坂
東
の
観
音
霊
場
の
旅
に
出
か
け
て
行
っ
た
中

年
女
性
た
ち
の
姿
に
は
、
固
有
名
の
な
い
こ
の
時
代
の
女
性
名
表
記
と
は

対
照
的
な
、
能
動
的
な
た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 二 

近
現
代
石
造
物
の
女
性
名
表
記
の
傾
向 

１ 

「
氏
名
」
が
制
度
化
し
た
明
治
期
と
先
行
す
る
苗
字
表
記 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
、
維
持
維
新
後
の
新
政
府
は
、
平
民
に
も
苗
字

の
公
称
を
許
可
し
、
さ
ら
に
国
家
が
直
接
個
人
に
税
や
兵
役
を
課
す
た
め
、

明
治
五
年
「
壬
申
戸
籍
」
を
編
成
、
戸
籍
に
は
苗
字
ま
た
は
姓
、
実
名
（
じ

つ
み
ょ
う
）
ま
た
は
通
称
が
登
録
さ
れ
、「
一
人
＝
一
氏
一
名
」
が
確
定
さ

れ
た
。 

妻
の
氏
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
「
平
民
苗
字
必
称
令
」

を
布
告
さ
れ
た
際
、「
他
家
へ
嫁
い
だ
婦
人
の
苗
字
は
夫
か
実
家
の
苗
字
か
」

と
の
伺
い
が
あ
り
、
太
政
官
は
翌
九
年
、「
婦
女
は
他
家
へ
嫁
い
で
も
所
生

の
氏
を
称
す
」
を
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
政
府
は
「
夫
婦
別
氏
」

の
方
針
だ
っ
た
。
戸
主
の
血
族
で
な
い
妻
を
「
異
族
」
視
し
た
か
ら
ら
し

い
が
、
論
争
が
相
次
ぎ
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
制
定
の
明
治
民
法

で
、
妻
は
婚
家
の
氏
を
称
し
、
同
時
に
そ
の
家
の
戸
主
権
に
服
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
（*

12
） 

北
総
の
石
造
物
で
は
、
印
西
市
木
下
の
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
子

安
塔
（
131
）
、
明
治
九
年
の
女
人
講
奉
納
の
手
洗
石
（
134
）
で
は
女
性
の

「
氏
名
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
庶
民
層
で
は
江
戸
末
期
か
ら
婚
家
の
苗

字
を
称
す
る
習
慣
が
趨
勢
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
婚
家
の
苗
字
の
「
氏
」

で
あ
ろ
う
。 

 ２ 

近
代
も
伝
統
的
な
人
名
表
記
が
残
る
石
造
物 

近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
女
人
講
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
十
九
夜
講
か
ら

子
安
講
に
な
り
、
子
安
像
塔
を
建
立
す
る
よ
う
に
な
る
。 

女
性
の
氏
名
が
列
記
さ
れ
る
石
塔
も
続
々
と
増
え
て
い
く
が
、
女
人
講

も
ム
ラ
単
位
の
行
事
で
あ
る
こ
と
と
、
イ
シ
ダ
テ
の
際
、
前
に
建
て
た
石

塔
の
形
式
を
踏
襲
す
る
こ
と
か
ら
か
、
明
治
期
は
男
性
の
世
話
人
氏
名
の

み
、
ま
た
は
女
性
氏
名
と
併
記
の
石
塔
が
多
い
。 

ま
た
、
佐
倉
市
宝
金
剛
寺
の
秩
父
巡
拝
塔
群
で
は
、
明
治
一
三
年
（
一

八
八
〇
）
の
石
塔
（
139
）
に
は
「
尾
上
村 

京
増
健
助
母
・
京
増
甚
兵
衛

妻
・
墨
村 

白
井
清
兵
衛
妻
」
な
ど
一
三
人
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）

の
石
塔
（
145
）
に
は
「
八
木
村 

圓
城
寺
善
治
郎
母
・
米
戸
村 

藤
﨑
源

三
左
エ
門
妻
・
上
別
所
村 

山
本
傳
五
郎
妻
」
な
ど
一
四
人
の
女
性
名
が

記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
戸
主
氏
名
に
「
妻
・
母
」
を
付
す
表
記
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
表
記
は
、
幕
末
に
建
て
ら
れ
た
巡
拝
塔
銘
文
の
形
式
に
な

ら
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

宝
金
剛
寺
の
秩
父
巡
拝
塔
群
で
、
女
性
名
が
氏
名
表
記
に
な
る
の
は
、

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
の
石
塔
（
159
）
で
、
「
檜
貝
な
か
・
石
田
里

ん
」
な
ど
の
一
〇
人
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 ３ 

子
安
塔
か
ら
秩
父
参
拝
碑
へ
―
変
わ
り
ゆ
く
現
代 

女
人
講
石
造
物
の
人
名
銘
が
、
女
性
氏
名
だ
け
に
な
る
の
は
、
大
正
期

に
な
っ
て
か
ら
が
多
い
が
、
そ
の
後
も
八
千
代
市
の
下
高
野
や
高
津
な
ど
、

現
代
ま
で
伝
統
的
に
男
性
世
話
人
氏
名
の
み
を
記
す
地
区
も
あ
る
。 

昭
和
期
に
な
る
と
、
子
安
像
塔
と
並
ん
で
、
秩
父
巡
拝
塔
が
佐
倉
市
近

辺
の
旧
村
で
さ
ら
に
増
え
て
い
き
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
は
、
八
千
代
市



域
で
も
子
安
塔
か
ら
「
秩
父
参
拝
記
念
」
碑
に
切
り
替
わ
っ
て
い
く
。 

現
代
の
秩
父
参
拝
碑
の
様
式
は
、
平
石
型
の
「
出
羽
三
山
参
拝
記
念
」

碑
と
同
形
式
で
、
中
年
男
性
は
観
光
を
加
味
し
た
出
羽
三
山
参
拝
、
子
育

て
の
終
わ
っ
た
主
婦
は
、
秩
父
に
加
え
坂
東
や
善
光
寺
も
巡
る
観
音
巡
礼

を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
見
え
て
く
る
。 

平
成
期
に
入
っ
て
、
少
子
化
と
過
疎
化
で
、
旧
村
の
伝
統
的
な
ム
ラ
行

事
や
講
も
統
合
や
廃
止
が
進
み
、
講
参
加
者
も
減
っ
て
き
て
い
る
と
聞
く

が
、
女
人
講
石
塔
群
の
列
に
、
い
つ
の
ま
に
か
真
新
し
い
子
安
塔
や
秩
父

参
拝
碑
が
イ
シ
ダ
テ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
も
多
い
。
古
塔
を

追
い
つ
つ
、
今
の
石
碑
・
石
塔
に
も
目
を
向
け
て
い
き
た
い
と
思
う
昨
今

で
あ
る
。 

 お
わ
り
に 

近
世
か
ら
現
代
ま
で
庶
民
の
女
性
た
ち
が
、
自
ら
の
名
を
ど
の
よ
う
な

表
記
で
公
開
し
て
い
た
か
、
女
性
が
造
立
の
主
体
で
あ
る
女
人
講
石
造
物

の
銘
文
を
資
料
と
し
て
分
析
を
試
み
た
。 

そ
の
結
果
、
講
参
加
者
全
員
の
、
仮
名
二
文
字
に
「
お
（
ヲ
）
」
に
冠
し

た
「
名
前
」
を
列
記
し
て
い
る
江
戸
時
代
前
期
か
ら
、
増
大
す
る
造
塔
数

に
反
し
て
、
人
名
列
記
が
省
略
、
急
減
す
る
中
期
へ
。
さ
ら
に
、
村
内
で

造
立
を
担
当
す
る
「
世
話
人
」
の
家
名
の
み
が
表
記
さ
れ
る
後
期
へ
と
変

遷
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

ま
た
妻
や
家
族
が
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
末

期
に
は
、
家
名
に
「
内
・
妻
・
母
」
を
付
す
表
記
や
、
明
治
期
の
法
制
度

の
「
氏
名
」
に
先
行
す
る
「
苗
字
と
名
前
」
の
表
記
が
一
部
で
見
ら
れ
る
。 

 

近
現
代
は
、「
氏
名
」
列
記
が
当
た
り
前
で
あ
る
一
方
、
過
去
の
石
造
物

の
形
式
を
継
承
す
る
旧
村
も
残
る
。 

 

名
前
の
表
記
は
人
格
の
表
現
で
あ
り
、
石
造
物
か
ら
社
会
の
構
造
と
女

性
の
地
位
の
変
遷
を
知
る
手
が
か
り
が
多
少
で
も
つ
か
め
た
か
と
思
う
。 

*

出
典
・
参
考
資
料 

1 

白
井
町
教
育
委
員
会 

一
九
八
六
～
一
九
八
九
『
白
井
町
石
造
物
調

査
報
告
書
』
Ⅰ
～
Ⅳ 

2 

印
西
町
教
育
委
員
会 

一
九
八
一
～
一
九
九
一
『
印
西
町
石
造
物
』

第
２
～
８
集 

各
地
区
調
査
報
告
書 

3 

小
見
川
史
談
会 

二
〇
〇
九
～
二
〇
一
四
『
小
見
川
の
石
造
物
』
各

地
区
＆
増
補
編 

 
 

4 

我
孫
子
市
教
育
委
員
会 

一
九
七
九
『
我
孫
子
市
史
資
料 

金
石
文

篇
Ⅰ 

石
造
物
』 

5 

船
橋
市
史
編
さ
ん
委
員
会 

一
九
八
四
『
船
橋
市
の
石
造
文
化
財
』 

6 

蕨
由
美 

二
〇
〇
五
「 

高
津
と
八
千
代
市
内
の
女
人
信
仰
に
関
わ

る
石
造
物
の
変
遷
」『
史
談
八
千
代
』
第
三
〇
号 

八
千
代
市
郷
土

歴
史
研
究
会 

7 

蕨
由
美 

二
〇
一
一
「
八
千
代
市
萱
田
の
石
造
物
に
み
る
女
人
講
の

姿
」
『
史
談
八
千
代
』
第
三
六
号 

同
前 

8 

蕨
由
美 

二
〇
一
二
「
正
覚
院
の
十
九
夜
塔
と
十
五
夜
塔
に
つ
い
て
」

「
八
千
代
市
村
上
地
区
の
女
人
講
石
造
物
」『
史
談
八
千
代
』
第
三

七
号 

同
前 

9 

蕨
由
美 

二
〇
一
五
「
吉
橋
の
月
待
塔
と
女
人
講
お
よ
び
子
供
主
体

の
石
造
物
」
『
史
談
八
千
代
』
第
三
七
号 

同
前 

10 

蕨
由
美 

二
〇
一
七
「
大
和
田
・
萱
田
町
も
ム
ラ
の
講
の
石
造
物
」

『
史
談
八
千
代
』
第
四
二
号 

同
前 

11 

石
田
年
子 

二
〇
一
四
「
下
総
地
方
の
十
九
夜
塔
と
女
人
講
」
『
房

総
の
石
仏
』
第
二
四
号 

房
総
石
造
文
化
財
研
究
会 

12 
大
藤
修 

二
〇
一
二
『
日
本
人
の
姓
・
苗
字
・
名
前
―
人
名
に
刻
ま

れ
た
歴
史
』
吉
川
弘
文
館 

13 

石
田
年
子 

二
〇
一
五
「
林
立
す
る
女
達
の
秩
父
巡
拝
塔
」
『
日
本

の
石
仏
』
一
五
六
号 

日
本
石
仏
協
会



 


